
富田林市要綱第１６号 

 

富田林市介護保険利用者負担額助成事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）

第１条に規定する保健医療サービス及び福祉サービスの利用者負担額（以下

「利用者負担額」という。）の支払により著しく生活が困難となる低所得者に

対し、その一部を助成することによって、サービスの利用を促進するとともに

市民生活の安定を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「世帯」とは、要介護又は要支援被保険者並びに当該

要介護又は要支援被保険者と同居する者及び同一の敷地に居宅を有する全ての

親族をいう。 

 （助成対象者） 

第３条 利用者負担額の一部助成（以下「助成」という。）を受けることができる

者は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その者の収入、世帯の状況、

利用者負担額等を総合的に勘案し、生計が困難であると市長が認めたものとす

る。 

（１） 介護保険法施行令（平成１０年政令４１２号。以下「施行令」という。）

第３８条第１項第１号イに規定する者 

（２） 施行令第３８条第１項第２号及び第３号に掲げる者のうち、次に掲げ

る要件のすべてを満たすもの 

ア 富田林市介護保険事業における居宅介護（支援）サービス費等の額

の特例に関する要綱（平成１２年富田林市要綱第３６号）第３条に規

定する合計所得金額を世帯合算した額が４５万円に世帯員数を乗じて

得た額に５７万円を加えた額（以下「基準額」という。）を超えないこ

と。 

イ 世帯に属する者の預貯金等の合計額が基準額を超えないこと。 

ウ 世帯に属する者が不動産を所有していないこと。ただし、居住用地

にあっては１００平方メートル以下、居住用家屋にあっては総床面積

が１２０平方メートル以下のものを除く。 

エ 世帯に属する者が道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条

に規定する自動車を所有していないこと。ただし、通院又は生活維持

のために限定的に運行される自動車は除く。 

オ 世帯に属する者に住民税又は所得税の課税者がいないこと。 



カ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第８号に

規定する扶養親族でないこと。 

キ 世帯に属する者が介護保険料を滞納していないこと。 

 （助成対象サービス） 

第４条 助成の対象となるサービス（以下「対象サービス」という。）は、次に掲

げるものとする。 

（１） 法第４１条第４項に規定する居宅サービス（特定施設入居者生活介護

及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。） 

（２） 法第４２条の２第２項第１号に規定する地域密着型サービス及び同項

第２号に規定する小規模多機能型居宅介護 

（３） 法第５３条第２項に規定する介護予防サービス 

（４） 法第５４条の２第２項第１号に規定する地域密着型介護予防サービス

及び同項第２号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 

 （助成金） 

第５条 助成金の額は、対象サービスにかかる利用者負担額の２分の１に相当す

る額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。次項にお

いて「助成基準額」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、法第５１条第１項に規定する高額介護サービス費

又は法第６１条第１項に規定する高額介護予防サービス費が支給される場合に

あっては、これらの支給額を利用者負担額から控除した額が助成基準額を上回

る場合に限り、控除後の額と助成基準額との差額を助成金として支給する。 

（他の事業等との適用関係） 

第６条 この要綱の規定に基づく助成は、障害者ホームヘルプサービス利用者に

対する支援措置事業実施要綱（平成２０年富田林市要綱第４８号）に基づく措

置を実施した後の状況に応じて適用するものとする。 

２ この要綱の規定に基づく助成は、法第５１条の３第１項に規定する特定入所

者介護サービス費又は法第６１条の３第１項に規定する特定入所者介護予防サ

ービス費の支給後の利用者負担額について適用するものとする。 

３ この要綱の規定に基づく助成は、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

事業実施要綱（平成１３年富田林市要綱第１７号）に基づく措置を実施した後

の状況に応じて適用するものとする。 

（助成認定の申請） 

第７条 助成を受けようとする者（以下「申出者」という。）は、次に掲げる書類

を市長に提出しなければならない。 

（１） 介護保険利用者負担額助成認定申請書（様式第１号） 

（２） 収入申告書 



（３） 資産申告書 

（４） 介護保険被保険者証 

（認定） 

第８条 市長は、前条の助成認定の申請があったときは、その内容を審査し介護

保険利用者負担額助成認定結果通知書（様式第２号）により、当該申請に係る

結果を申出者に通知するものとする。 

２ 前項による認定（以下「認定」という。）の有効期限は、申請のあった年（８

月以降の申請にあっては、その翌年）の７月末日までとする。 

 （助成金の請求） 

第９条 助成金の支給を受けようとする者は、対象サービスを利用した月の翌月

末日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。 

（１） 介護保険利用者負担額助成金申請書（様式第３号） 

（２） 指定居宅サービス事業者が発行する居宅サービスの明細が分かる領収

証 

（３） 介護保険被保険者証 

 （助成金の支給） 

第１０条 市長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、対象サービ

ス利用月の高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の審査を行った後、

助成金を支給するものとする。 

 （認定の取消し） 

第１１条 市長は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の認定を取り消すことができる。 

 （１） 申出者の資力その他の事情が変化したため、助成を行う必要がなくな

ったと認められる場合 

 （２） 虚偽の申請その他不正の行為があったと認められる場合 

２ 市長は、前項の規定により認定の取り消しを行うときは、その旨を申出者に

通知するものとする。 

 （補則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

 （富田林市介護保険事業の居宅サービス費に係る利用者負担額の一部助成に関

する要綱の廃止） 

第２条 富田林市介護保険事業の居宅サービス費に係る利用者負担額の一部助成



に関する要綱（平成１３年富田林市要綱第６号）は、廃止する。 

   附 則（平成２７年要綱第５７号） 

 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の富田林市介護保険利用者負担額助 

成事業実施要綱の規定は、平成２７年７月１日から適用する。 

 



富田林市要綱第３６号 

 

                富田林市介護保険事業における居宅介護（支援）サービス費等の 

        額の特例に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。）第５０条及び第６０条の規定に

基づき、居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、施設介護サービス費、特例施設介護

サービス費、居宅介護福祉用具購入費及び居宅介護住宅改修費並びに居宅支援サービス費、特

例居宅支援サービス費、居宅支援福祉用具購入費及び居宅支援住宅改修費（以下「居宅介護（支

援）サービス費等」という。）の額の特例に関し必要な事項を定める。 

 （居宅介護（支援）サービス費等の額の特例） 

第２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、居宅介護（支援）サービス費等の額の

特例を認めることができる。 

 (１) 介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「法施行規則」という。）第

８３条第１項第１号又は第９７条第１項第１号に該当する者のうち、必要があると認めら

れるときは、損害の程度に基づき「別表第１」の給付率を適用する。 

 (２) 法施行規則第８３条第１項第２号、第３号及び第４号又は第９７条第１項第２号、第３

号及び第４号に該当する者のうち、本年の合計所得金額の見積り額が１５０万円以下で、

かつ、前年の合計所得金額（１月１日から５月末日までの申請にあっては、「前々年の合

計所得金額」。）の２分の１以下に低下する者について、必要があると認められるときは、

「別表第２」の給付率を適用する。 

  （合計所得金額） 

第３条 この要綱において「合計所得金額」とは、市民税の課税の基礎となる地方税法（昭和２

５年法律第２２６号。以下「税法」という。）第２９２条第１項第１３号に規定する金額（税

法附則第３３条の３第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、税法附則第３４条第１

項に規定する課税長期譲渡所得金額（税法第３１４条の２の規定の適用がある場合には、その

適用前の金額とする。）、税法附則第３５条第１項に規定する課税長期譲渡所得金額（税法第

３１４条の２の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。）又は税法附則第３５

条の２第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。）

をいう。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる金額を合計所得金額

とする。 

 (１) 合計所得金額に課税対象年金に係る雑所得を含む場合は、合計所得金額から当該雑所得

を減じて、当該年金の収入金額を加算した金額 

 (２) 合計所得金額の算定の年に課税対象外の年金又は失業保険による手当等を受けていた場

合は、合計所得金額に当該手当等の合計額を加算した金額 

  （特例適用期間） 

第４条 第２条の特例適用期間は、特例適用の申請（以下「申請」という。）日の属する月の初



日から６月を限度とする。 

  （特例適用の申請） 

第５条 第２条の規定によって居宅介護（支援）サービス費等の額の特例を受けようとする者は、

富田林市介護保険条例施行規則（平成１２年規則４６号。以下「条例施行規則」という。）第

３５条第１項に規定する申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書を提出するときは、次の書類を添付しなければならない。 

 (１) 第２条第１号に係る申請は、市長又は消防長が発行する罹災証明書又はこれに準ずる当

該事由を明らかにできる書類 

 (２) 第２条第２号に係る申請は、医師の診断書、あるいは給与又は収入に関する明細書等当

該年中の合計所得金額（見込）を算定できる書類（失業による場合は、雇用保険受給資格

者証又はこれに準ずる当該事由を明らかにできる書類を含む。）又はこれに準ずる当該事

由を明らかにできる書類 

  （特例適用の決定通知等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請についての判定を決定したときは、直ちに条例施行規則

第３５条第２項に規定する決定通知を当該申請者に通知し、減額又は免除を適用すべき要介護

被保険者等にあっては、併せて介護保険利用者負担額減額免除認定証を交付するものとする。 

  （特例適用の取消等） 

第７条 市長は、居宅介護（支援）サービス費等の額の特例を受けた者が、次の各号のいずれか

に該当するときは、その適用内容を変更又は取消することができる。 

  (１)  特例適用を受けた者の資力その他の事情が変化したため当該特例を変更する必要がある

と認められる場合又は当該特例を行う必要がなくなったと認められる場合 

  (２) 虚偽の申請その他不正の行為があったと認められる場合 

２ 市長は、前項の規定により特例適用の取消等を行う場合は、その旨を当該支払納付義務者及

び居宅介護支援サービス事業者等に通知する。 

 （補則） 

第８条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

 

    附 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１２年要綱第５６号） 

 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の富田林市介護保険事業における居宅介護（支援）

サービス費等の額の特例に関する要綱の規定は、平成１２年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１３年要綱第１号） 

 この要綱は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成１６年要綱第９号） 

 この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 


